
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格
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店舗、倉庫兼住宅 中層の店舗兼住宅等が多
い細街路沿いの商業地域

馬喰横山190 m

細街路沿いに小規模の店舗兼
住宅等が建ち並ぶ

４ｍ区道 馬喰横山駅北方190 m

米国通商政策などの海外情勢による景気不透明感は残るが、国内の企
業業績、所得等の改善のもと、都心優良不動産に堅調な需要が続く。

時間貸し駐車場による一時利用も散見されるが、地域的には細街路沿
いの店舗兼住宅として特段の変動はない。

個別的要因に変動はない。

東神田地区の細街路沿いに店舗兼住宅等が建ち並ぶ商業地域であるが、付近の日本橋問屋街がやや弱く、低層階
店舗需要は弱含みだが、住宅については底堅い需要があり、地価は暫し安定的に推移するものと予測する。
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

対象基準地は細街路沿いに店舗兼住宅等が建ち並ぶ商業地域に存しており、市場参加者は自己の居住や業務利便性を重
視したうえで、投資対象としての収益性からも検討している。したがって、各試算価格の再吟味並びに資料の特性及び
限界からくる相対的信頼性を検討したうえで、市場の特性を反映した実証的な比準価格をやや重視し、投資採算性を反
映した収益価格を関連づけて、さらに、指定基準地等からの検討を行って鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は主として東神田、岩本町地区等をはじめとした千代田区内の細街路沿いに小規模の店舗兼住宅等が建ち並
ぶ商業地域であり、そのほか隣接する中央区、台東区等で同規模程度の店舗兼住宅等が建ち並ぶ地域にも価格牽連性が
認められる。主たる需要者は個人事業主をはじめとして、個人投資家、不動産業者、事業会社等であり、市場で中心と
なる価格帯は、土地建物一体として取引されることが多く、数千万円台から数億円程度となる。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

千代田(都) －5 28

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 7

令和 7 7 1

令和 7 7 3

千代田(都)　5 － 28 東京都 区部第１ 不動産鑑定士 砂野　明俊

アセットリアルティ株式会社

令和 7 6 25

令和 7 7 2

千代田区東神田一丁目８番４３
「東神田１－１４－４」

58

1：1.5 Ｓ 4
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20 20 0 20 中層の店舗兼住宅地

6 10 60 長方形
商業
(100,240)
防火
地区計画等
駐車場整備地区

中層の店舗兼住宅地 二方路                        +1.0
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／

／
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0.0
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千代田(都) 5 17
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100.0 324.9
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1,080,000
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0.0

0.0

0.0

0.0
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